
予防接種基本計画改定のポイント(案)①

１．制定時からの予防接種施策を取り巻く状況の変化

○ 「予防接種に関する基本的な計画」制定時（平成26年４月）の最大の課題は、他の先進諸国に比べて公的に接種するワクチンが少な

い、いわゆる「ワクチン・ギャップ」であったが、その後、我が国でも、有効性・安全性を確認しつつ、着実に定期接種化を進めており、

ワクチンギャップは解消されつつある。

※その間に定期接種化されたもの・・・水痘（平成２６）、高齢者肺炎球菌（平成２６）、B型肝炎（平成２８）、

ロタウイルス（令和２年）、新型コロナウイルス（令和６年）

○ 他方で、令和２年以降のいわゆる「コロナ禍」においては、予防接種行政においても、ｍRNAワクチンが登場し、短期間での開発・承認

を行ったうえで、国民の幅広い層に速やかな接種を行うといった、未曾有の経験であった。

また、その間に「ワクチン開発・生産体制強化戦略」（令和3年６月1日閣議決定）や「新型インフルエンザ等政府行動計画」（令和６年7

月2日閣議決定）といった基本方針も策定されてきたところ。

○ また、令和４年に行われた予防接種法の改正により、①個人番号カードによる接種対象者の確認の仕組みや②予防接種の実施状

況・副反応疑い報告の匿名データベースを整備し、NDB等との連結も可能にし、予防接種の有効性・安全性に関する調査・研究の充

実を図る、ための規定が整備されており、予防接種事務のデジタル化を進めていく。

〇 令和7年度から国立感染症研究所と国立国際医療研究センター（NCGM）が統合し、国立健康危機管理研究機構（JIHS）が発足予定。

新機構は、情報収集・分析・リスク評価機能、研究・開発機能、臨床機能といった機能を有しており、ワクチンに関してもそうした役割

を主導的に果たすことが期待されている。

 

第63回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会
予防接種基本方針部会 資料

1-3
2024(令和６)年10月10日



予防接種基本計画改定のポイント(案)②

２．中期的な視点での施策と基本計画の記載の方向性（案）

（１）予防接種のデジタル化の着実な推進

〇 過去の接種記録が生涯にわたり接種可否の判断等に影響を与える可能性もあることも踏まえ、接種記録の保存年限を延

長する。

〇 予防接種のデジタル化の取組を進め、接種事務の効率化、利便性の向上、接種率の迅速な把握等を行う。

〇 予防接種のデジタル化によって収集される予防接種記録等の情報を活用し、予防接種データベースを構築し、公的データ

ベース（NDB等）と連結した解析を可能とする。

（２）科学的知見に基づいた予防接種施策の推進

○ ワクチンの有効性、安全性及び費用対効果に関するデータについて可能な限り収集を行い、客観的で信頼性の高い最新の

科学的知見に基づき、予防接種施策に関する評価及び検討を行う。

〇 平時から、NDBと連結した予防接種データベースを活用するなど、有効性・安全性評価の観点で詳細な分析を行う。

〇 特に、安全性評価については、接種者と非接種者における副反応疑いとして報告される疾患等の発生率の比較を、副反応

疑い報告制度に基づく評価の追加的な評価として必要に応じて実施する等、安全性評価に関する技術的検討を進める。

〇 令和７年度から発足する国立健康危機管理研究機構（JIHS）は、予防接種データベースの活用を含めたデータ分析や、科

学的知見の評価を充実する。

（３）コロナ禍での経験を踏まえた予防接種施策の推進

〇 国民が正しい知識を持ったうえで接種の判断が行えるよう、科学的に正確でない受け取り方がなされうる情報への対応も

含め、国民の理解の促進に資する情報発信の推進。

〇 予防接種救済制度について、申請者増の際には体制の強化を図り、迅速な救済に取り組む。



（４）その他予防接種施策の推進

○ 予防接種に要する接種費用について、ワクチンに関する価格調査等の実施や国民及び関係者への情報提供を
行い、接種費用の見える化、透明性の確保、接種費用の適正化を図る。

〇 現に我が国に存在する疾患に対し、疾病負荷の軽減が図れる、公衆衛生上必要性の高いワクチン開発を推進するなど

「開発優先度の高いワクチン」に対する考え方、選定目的等を計画上記載する。

〇 ワクチンの需給ひっ迫に対する平時からの備えを進めるとともに、安定供給に関する指針の作成を行う。

予防接種基本計画改定のポイント(案)③
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